
指示があるまで中をあけてはいけません。

  〔記入例〕 
 教育 花子 

1 0 2 0 4 59 8 7 6 5 0

解 答 用 紙               名前 ■
受験番号 会場     教室       席番
A B C D E F A B C D E F 

A ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ A ① ② ③ ●

B ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ B ① ② ⓪ ●

C ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ C ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ ●

D ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ D ① ⓪ ●

E ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ E ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ ●

F ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ F ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ ●

① ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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受験番号 名 前

１ 

〔解答例〕 日本の首都はどこか。１～５から一つ選べ。 １ 
１ 京都  ２ 奈良  ３ 東京  ４ 名古屋  ５ 大阪 

 この場合、正答は「３ 東京」なので、解答用紙の問題番号 の １

右横に並んでいる③を黒くぬりつぶしてください。 

令和６年度大阪市公立学校･幼稚園教員採用選考テスト

第１次選考 筆答 問題（択一式）

受験中の心得

１ 試験時間中は、すべて係員の指示に従ってください。お互いに話をしたり、席を立ったり、そのほか、

人の迷惑になるようなことをしてはいけません。 

２ 解答用紙が配付されたら、まず名前を記入し、受験番号等を次の〔記入例〕に従って黒くぬりつぶし

てください。 

３ 答えは解答用紙に記入してください。機械が判読できず解答が無効となる場合がありますので、マー

クは HB、B の鉛筆で濃く確実にぬりつぶしてください。また、受験番号等の記入ミス等、不正確な記入

をした場合は解答用紙が無効になることもありますので、正確に記入してください。 

４ 問題はいずれも五つの答えがでていますが、そのうち最も適切と思われる答えを一つ選んで、解答用

紙の問題番号の右にある五つの数字のうち一つを次の〔解答例〕のように黒くぬりつぶしてください。

５ 間違ってぬりつぶしたときは、消しゴムでよく消してください。 

６ 問題は まであります。

・社会人経験者特例、または講師等経験者特例に該当する受験者は、 の問題のみ解答してくだ

さい。それ以外の問題を解答しても採点はしません。 

・特例なしの受験者は、30 問全てを解答してください。 

７ 試験時間は、特例なしの受験者は９０分、社会人経験者特例、または講師等経験者特例に該当する受

験者は７０分です。 

８ 試験開始から試験終了まで、退室できません。 

９ 解答用紙は持ち帰ってはいけません。 

10 計算を必要とする場合は、問題集の余白を利用してください。 

11 そのほか、係員が注意したことをよく守ってください。 

～1 30
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　　 　次の文は、平成29年３月に文部科学省から示された小学校学習指導要領「総則」の小学校教育の
基本と教育課程の役割に関する記述の一部である。空欄Ａ～Ｄに、あとのア～クのいずれかの語句
を入れてこの文を完成させる場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　 　道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や Ａ の涵養を目指
した教育の充実に努めること。

　 　学校における道徳教育は、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を B 学校
の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習
の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、児童の発達の段階を考慮して、適切な指導を行う 
こと。

　 　道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、自己の C
を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤と
なる D を養うことを目標とすること。

　　ア　社会性　　　イ　創造性　　　ウ　活用して　　　エ　要として　　
　　オ　生き方　　　カ　将来　　　　キ　道徳性　　　　ク　人間性

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ア　　ウ　　カ　　キ
　２　　ア　　エ　　オ　　ク
　３　　イ　　ウ　　オ　　キ
　４　　イ　　エ　　オ　　キ
　５　　ア　　エ　　カ　　ク

１
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　　 　次の各文は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」
の条文である。空欄Ａ～Ｃに、あとのア～カのいずれかの語句を入れてこれらの条文を完成させる
場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　第 八条　国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けら
れるよう、 Ａ の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及び
その意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援
その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

　第 十二条　国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が B において行う学習活動の状況、 
不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な 
措置を講ずるものとする。

　第 十三条　国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が B において行う多様で適切な学習 
活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の C を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況
に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者（学校教育法
第十六条に規定する保護者をいう。）に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うため
に必要な措置を講ずるものとする。

　　ア　学校や家庭以外の様々な場所や場面での ICT 活用も踏まえた支援体制　　
　　イ　児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係
　　ウ　学校以外の場
　　エ　保健室、相談室等の学校内の施設
　　オ　休養の必要性
　　カ　課題の重大性

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ
　１　　イ　　エ　　オ
　２　　ア　　ウ　　オ
　３　　イ　　ウ　　オ
　４　　ア　　エ　　カ
　５　　イ　　ウ　　カ

２
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　　 　次の各文は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の条文であるが、下線部については
誤りの含まれているものがある。下線部Ａ～Ｄの語句のうち、正しいものを○、誤っているものを
×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　 第 一条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、Ａ社会的身分、門地、人種、信条 
又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢に 
かんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、Ｂ学校、地域、家庭及び関係諸
機関の役割を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的
とする。

　第 二条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、
人権啓発とは、Ｃ国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深める
ことを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

　第 三条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々
な場を通じて、国民が、Ｄその社会の中での立場や職業に応じ、人権尊重の理念に対する理解を 
深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性 
の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　〇　　×　　〇　　×
　２　　〇　　×　　×　　〇
　３　　×　　〇　　〇　　×
　４　　×　　×　　〇　　〇
　５　　×　　〇　　×　　〇

３
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　　 　次の文は、「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議　報告」（令和３年１月 
文部科学省）の記述の一部である。空欄Ａ～Ｄに、あとのア～クのいずれかの語句を入れてこの
文を完成させる場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　 　全ての教師には、障害の特性等に関する理解と指導方法を工夫できる力や、個別の教育支援計画・
個別の指導計画などの特別支援教育に関する Ａ な知識、合理的配慮に対する理解等が必要
である。

　 　加えて、障害のある人や子供との触れ合いを通して、障害者が日常生活又社会生活において受ける 
制限は、障害により起因するものだけではなく、社会における様々な B と相対することに
よって生ずるものという考え方、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、障害による学習上又
は生活上の困難について本人の立場に立って捉え、それに対する必要な支援の内容を一緒に考え、
本人自ら合理的配慮を C できるように促していくような経験や態度の育成が求められる。

　 　また、こうした経験や態度を、多様な D のある子供がいることを前提とした学級経営・
授業づくりに生かしていくことが必要である。

　　ア　発展的　　　　　イ　基礎的　　　　ウ　障壁　　　　エ　差別
　　オ　意思表明　　　　カ　理解　　　　　キ　個性　　　　ク　教育的ニーズ　　

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ア　　ウ　　オ　　キ
　２　　ア　　エ　　カ　　ク
　３　　イ　　ウ　　カ　　ク
　４　　イ　　エ　　カ　　キ
　５　　イ　　ウ　　オ　　ク

４
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　　 　次の各文のうち、「第３次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申）」（令和４年２月 
中央教育審議会）の中の、地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育の充実に関する記述の 
内容として正しいものを〇、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から
一つ選べ。

　Ａ 　防災教育は、単に生命を守る技術の教育として狭く捉えるのではなく、どのような児童生徒等
の資質・能力を育みたいのかという視点から「防災を通した教育」と広く捉えることも必要である。

　Ｂ 　防災教育には、災害時に自分と周囲の人の命を守ることができるようになるという効果ととも
に、児童生徒等の主体性や社会性、郷土愛や地域を担う意識を育む効果や、地域と学校が連携して 
防災教育に取り組むことを通じて大人が心を動かされ、地域の防災力を高める効果も期待される。

　Ｃ 　消防署と学校の連携のみならず、地域に密着して「共助」の役割を担っている消防団、自主 
防災組織、自治会やまちづくり組織等の地域コミュニティの活動と、学校における防災教育を 
関連付けることや、防災・減災に専門性を持つ大学・ＮＰＯ等が学校における避難訓練をはじめ
とする防災教育に参画するなど、地域の実情に応じた防災教育を進めることも重要である。

　Ｄ 　避難訓練については、必ず校内放送を使用し、児童生徒等が安全に避難できるよう教職員が 
適時適切に指示することが重要である。また、集合場所を校庭に限定するなど、児童生徒等が 
避難経路を確認できるよう意図的計画的に実施し、より実効性のある訓練になるよう見直しを 
図る必要がある。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　×　　〇　　〇　　×
　２　　×　　〇　　×　　〇
　３　　〇　　×　　×　　×
　４　　〇　　×　　×　　〇
　５　　〇　　〇　　〇　　×

５
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　　 　次のグラフは、スキャモン（Scammon, R. E.）の発達曲線を示している。Ａ～Ｄの曲線に対応 
する類型を、それぞれあとのア～エから選ぶ場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　　ア　リンパ型：扁桃腺、リンパ腺、アデノイドなどの分泌組織の発達曲線
　　イ　神経型　：脳髄、脊髄、感覚器官などの神経組織の発達曲線
　　ウ　一般型　：骨格、筋肉、内臓諸器官などの全体的な身体組織の発達曲線　　
　　エ　生殖型　：こう丸、卵巣、子宮などの生殖器官の発達曲線

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　ウ　　エ　　ア　　イ
　２　　イ　　ア　　ウ　　エ
　３　　エ　　ウ　　イ　　ア
　４　　ア　　イ　　エ　　ウ
　５　　ウ　　ア　　イ　　エ

６

（黒田 祐二「【改訂版】実践につながる教育心理学」により作成）
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　　 　次の各文は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の条文または条文の一部であるが、下線部
については誤りの含まれているものがある。下線部Ａ～Ｄの語句のうち、正しいものを○、誤って
いるものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　 第 二条　子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、

Ａその意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成
されることを旨として、推進されなければならない。

　２ 　子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活 
の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がＢその 
資質によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り 
巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

　第 十条　国及び地方公共団体は、Ｃ 教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、 
学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずる 
ものとする。

　第 十一条　国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する 
相談、Ｄ貧困の状況にある子どもに対する生活に必要な物資の提供その他の貧困の状況にある 
子どもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　〇　　〇　　×　　×
　２　　〇　　〇　　×　　〇
　３　　×　　〇　　〇　　〇
　４　　×　　×　　〇　　〇
　５　　〇　　×　　〇　　×

７
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　　 　次の各文のうち、教授法・学習法に関する記述の内容として正しいものを〇、誤っているもの
を×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　Ａ 　アメリカの心理学者であるソーンダイク（Thorndike, E. L.）は、児童生徒が当面している問題の
解決への努力を通して、経験や知識を再構成し、発展させて子どもの自主的、創造的、批判的な
思考能力を高めようとする「問題解決学習」という学習法を提唱した。

　Ｂ 　アメリカの心理学者であるブルーナー（Bruner, J. S.）は、学習者が能動的にその知識の生成
過程をたどることにより、知識を発見し学習する「発見学習」という学習法を提唱した。

　Ｃ 　ドイツの心理学者であるケーラー（Köhler, W.）は、一斉指導の過程で、形成的評価を行い、
一人一人の子どもの学習状況を診断しながら、個別指導の補充プログラムや深化プログラムを 
取り入れて再学習を行い、総括的評価を行うことにより、共通の到達目標基準を達成していく 

「完全習得学習」という学習法を提唱した。

　Ｄ 　アメリカの心理学者であるオーズベル（Ausubel, D. P.）は、新しく習得が求められる学習内容 
を、学習者自身がもつ内的な認知構造と意味づけて関連づけながら受け入れていく「有意味受容
学習」という学習法を提唱した。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　〇　　×　　〇　　×
　２　　×　　〇　　×　　〇
　３　　×　　〇　　〇　　×
　４　　〇　　〇　　×　　×
　５　　〇　　×　　×　　〇

８
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　　 　次の図は、「生徒指導提要（改訂版）」（令和４年12月　文部科学省）の中の、生徒指導の重層的
支援構造を示している。空欄Ａ～Ｄに当てはまる語句の正しい組合せはどれか。１～５から一つ
選べ。

　　　　　　Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　　Ｄ
　１　　発達支持　　　課題未然防止教育　　　課題早期発見対応　　　困難課題対応
　２　　発達支持　　　課題早期発見対応　　　課題指導実践評価　　　教育支援計画
　３　　発達段階　　　課題未然防止教育　　　課題早期発見対応　　　困難課題対応
　４　　発達支持　　　課題指導実践評価　　　課題未然防止教育　　　教育支援計画
　５　　発達段階　　　課題早期発見対応　　　課題指導実践評価　　　困難課題対応
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　　 　次の各文のうち、「外国人児童生徒受入れの手引　改訂版」（2019年３月　文部科学省）の中の、
外国人児童生徒等の多様な背景に関する記述の内容として誤っているものはどれか。１～５から
一つ選べ。

　１ 　母語の違いは、それぞれの出身国による。ただし、同じ国内でも公用語と民族語、地域による
言語の差異、多様な言語の存在など、さらに多様になることもまれではない。こうした地域から
日本に来た子供たちの場合、母語はその国籍だけでは判断できない。

　２ 　近年、学校生活で配慮すべき事項として宗教的な背景の違いがある。例えば、イスラム教圏の
子供たちの場合、給食や体育についても配慮が必要であり、また、学校において宗教的な実践で
あるラマダン（断食月）の行事を児童生徒が行うかどうかなどについても保護者と事前に相談を
行い、判断する必要がある。これらの場面では、基本的には保護者の宗教的な判断を尊重すべき
ことが多く、受入れ初期に共通理解をしておくことが重要になってくる。

　３ 　現在では、日本で生まれ、日本で育った外国籍の子供たちも多く、こうした子供たちと、新たに
来日した子供たちへの支援、指導上の配慮は異なる。日本育ちの子供の場合には、外国籍であったり、 
家庭での言語、文化の背景などが異なっていたりしても、日本での生活のみの経験者であり、 
日本語を使う機会が多いので、日本語の指導をする必要はない。

　４ 　外国人児童生徒等の指導に当たっては、その家族的な背景を考えることが重要である。例えば、
南米からの日系人家族の場合、来日が始まった当初とは異なり、比較的長期にわたり滞在する 
ことが多くなっている。また、中国残留邦人家族の場合も、留学生や企業等の派遣とは異なり、 
永住を念頭に置いて滞日している場合が多いようである。

　５ 　来日前の就学、学習経験についても把握する必要がある。日本の学校は、教科の学習から生活 
指導、食事や余暇の過ごし方まで広範に指導することが特色であるが、国や地域によっては、 
学校の役割が日本と比べて限定的であることも多く、来日した子供にとっては、音楽や体育など
の教科が初めての経験であることもある。
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　　 　次の各文のうち、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き
出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月　中央教育審議会）の中の、
関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実に関する記述の内容として誤っているものは 
どれか。１～５から一つ選べ。

　１ 　特別支援教育を受けてきた子供の指導や合理的配慮の状況等を、個別の教育支援計画等を 
活用し、学校間で適切に引き継ぎ、各学校における障害に配慮した適切な指導につなげることが 
重要である。その際、個別の指導計画との趣旨の違いに留意しながら、共通して引き継がれるべき
事項をより明確にするとともに、統合型校務支援システムの活用を図るなど教育のデジタル化の
動向も踏まえた環境整備を行うことが必要である。

　２ 　早期からのキャリア教育では、保護者や身近な教師以外の大人とのコミュニケーションの機会
や、自己肯定感を高める経験、産業構造や進路を巡る環境の変化等の現代社会に即した情報等に
ついて理解を促すような活動が自己のキャリア発達を促す上で重要であることから、その実施に
当たっては、地域の就労関係機関との連携等による機会の確保の充実が必要である。

　３ 　特別な支援が必要な子供に対して、幼児教育段階からの一貫した支援を充実する観点からも 
保健・医療・福祉・教育部局と家庭との一層の連携や、保護者も含めた情報共有や保護者支援の
ための具体的な連携体制の整備を進める必要がある。その際、提供される合理的配慮がそれぞれ
異なる点に留意し、障害のある子供に対する支援に係る情報や相談窓口の情報については、その
子供の保護者にのみ情報提供を行うことが重要である。

　４ 　就職後の定着を図るため、関係機関・関係者間で必要な配慮等の確実な引継ぎがなされるよう、
教育における個別の教育支援計画と、福祉におけるサービスの利用計画や事業所の個別支援計画、 
労働における移行支援計画とが一体的に情報提供や情報共有ができるような仕組みの検討や、 
就職時及び就職後のアフターケアなどの就労支援の充実が必要である。

　５ 　医療的ケアが必要な子供への対応については、安心して学校で学ぶことができるよう、また、
その保護者にも安全・安心への理解が得られるよう、学校長の管理下において、一丸となって 
学校における医療的ケアの実施体制を構築していくことが重要である。その際、新型コロナ 
ウイルス感染症をはじめとする感染症への対応についても留意するとともに、災害発生時にも 
必要な医療的ケアを継続できるよう、平時から準備を整えることが重要である。
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　　 　19世紀末から20世紀初頭にかけて、「新教育運動」と呼ばれる教育改革運動が世界的規模で 
行われた。次の各文のうち、旧教育を批判し、新しい教育のあり方を求めた「新教育運動」に 
関する記述の内容として誤っているものはどれか。１～５から一つ選べ。

　１ 　スウェーデンの社会思想家であるケイ（Key, Ellen）は、著書『児童の世紀』で、20世紀こそ 
は児童の世紀として子どもが幸せに育つことのできる平和な社会を築くべき時代であると主張 
した。『児童の世紀』は各国語に翻訳されて世界的な注目を集め、教育における児童中心主義 
運動の一つの発端をつくった。

　２�　ドイツの教育学者であるヘルバルト（Herbart, Johann Friedrich）は、主著『一般教育学』
の中で、教育の目的は倫理学から、教育の方法は心理学から導き出すべきだとし、そして、生徒
に多方興味を与え、それが生徒の徳の育成を結果すると考えた。そのための方法として、授業では、
管理、教育的教授、訓練を三大要件として立てた。

　３�　ドイツの教育学者であるケルシェンシュタイナー（Kerschensteiner, Georg）は、教育学の
基本概念を陶冶、興味、価値とし、価値観念を最高位においた。陶冶の実践方法として労作の 
原理を主張し、この原理に基づいて知識教育を最小量にとどめ、熟練、労作の喜悦を与える職業
教育を中心とし、公民的陶冶を培う労作学校の普及に努力した。

　４�　フランスの社会学者であるドモラン（Demolins, Joseph-Edmond）は、イギリスの教育、 
特にアボッツホルムの学校などを視察研究、それと比較してフランスの教育が古典に偏し、試験
を過度に重視するなど、あまりにも守旧的、非実際的であること、体育、運動を軽視していること
などを批判し、それを克服すべきであると理想的教育論を展開した。

　５�　ドイツの教育学者であるエストライヒ（Oestreich, Paul）は、現実の労働は経済的・生産的・
社会的・人間的関係の中で成り立っていると考え、労働を現実的諸関係の中で経験する「生活・
生産学校」を中核的概念とする「弾力的統一学校」を提唱した。
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　　 　次の各文のうち、「教育課程部会における審議のまとめ」（令和３年１月　中央教育審議会）の
中の、カリキュラム・マネジメントの充実に向けた取組の推進に関する記述の内容として正しい
ものを〇、誤っているものを×とした場合、正しい組合せはどれか。１～５から一つ選べ。

　Ａ 　国際的な比較によれば、我が国の児童生徒は言語能力や情報活用能力に課題が見られるとされ
ている。新学習指導要領では、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を学習の基盤
となる資質・能力として位置付け、その育成のため、各教科等の特質を生かし、系統的な学習の 
視点から教育課程の編成を図るものとされており、その充実を図ることが必要である。

　Ｂ 　各学校においては、各種調査結果やデータ等を活用して、児童生徒や学校、地域の実態を 
定期的に把握し、教育の目的・目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認・分析して、課題
となる事項を見いだし、改善していくことが求められる。例えば、学力調査等の結果の活用を 
カリキュラム・マネジメントに位置付けることも、各学校の課題を解決するためには有効である。
その際、学力調査等が把握できるのは学習指導要領が育成を目指す資質・能力の一部のみである
ことに留意することが必要である。

　Ｃ 　児童生徒に求められる資質・能力とは何かを学校と社会とが共有し、連携する「社会に開かれ
た教育課程」の観点から、学校と家庭や地域、企業等とが育成を図る資質・能力やその重要性、
発達の段階に応じた指導や長期的な視点に立った資質・能力の育成などについて認識の共有を 
図ることが重要である。その際、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）において、 
児童生徒の資質・能力の育成についても地域と学校が目標を共有し、連携して取り組むこと等が
重要である。

　Ｄ 　各教科等における ICT 活用を充実させるためにも、とりわけ小学校学習指導要領の総則に規定
されている「観察や見学、聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づく
表現活動」を確実に実施するとともに、各学校段階を通して、コンピュータや情報通信ネットワーク 
などの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を
図るべきである。

　　　　Ａ　　Ｂ　　Ｃ　　Ｄ
　１　　×　　〇　　〇　　×
　２　　〇　　×　　×　　〇
　３　　〇　　〇　　×　　×
　４　　×　　×　　〇　　〇
　５　　〇　　×　　〇　　×
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　　 　学校は、児童生徒、保護者等から様々な個人情報を収集・管理しており、教員はこれらの個人 
情報を適正に取り扱う必要がある。個人情報の管理を誤ると、個人のプライバシーを侵害し、 
大きな被害の発生につながるだけでなく、学校の信用も失墜させることから、教員は関係法令や
校内のルールを遵守しなければならない。

　　 　次のア～エで述べられているＡ～Ｄの各教諭の行為について、不適切なもののみをすべて挙げて
いるものはどれか。１～５から一つ選べ。

　ア 　Ａ教諭は、「Ｔ警察署です。そちらの学校の生徒Ｅさんが喧嘩騒ぎを起こしました。生徒Ｅさん
の保護者に連絡したいので、連絡先を教えてください。」と電話を受けた。Ａ教諭は電話を切らず
にそのまま生徒Ｅの保護者の連絡先を電話の相手に口頭で伝えた。

　イ 　Ｂ教諭は、学校に出入りしている教材教具の販売業者Ｆが職員室に来たので、「教材のサンプル
を持ってきてほしい。」と依頼した。Ｂ教諭は自分の机にあった紙にいくつか持ってきてほしい
教材名を書き、販売業者Ｆへ渡した。数時間後、販売業者Ｆから「もらった紙の裏に生徒の名前
や連絡先が書かれていた。」と電話を受けた。

　ウ 　Ｃ教諭は、担任するクラスの生徒全員の定期テストの結果を一覧表にまとめる作業を校務端末 
で行っていた。しかし、思いのほか作業がはかどらず、他の業務が立て込んできたことから、 
やむを得ず帰宅後に作業の続きをするために、定期テストの答案用紙とともに作業中のデータを
保存した USB メモリーを無許可で学校外に持ち出したところ、帰宅途中に立ち寄った飲食店で
置き引きにあい紛失した。

　エ 　Ｄ教諭は、担任するクラスの児童の保護者全員に連絡文書を配付する際、あらかじめ緊急連絡用
に収集していた保護者のメールアドレスを利用して電子メールで送信しようと考えた。Ｄ教諭は
電子メールの宛先（To）に保護者全員のメールアドレスを入力した後、連絡文書を添付して一斉
に送信した。

　１　　ア　　イ　　ウ
　２　　ア　　イ　　エ
　３　　ア　　ウ　　エ
　４　　イ　　ウ　　エ
　５　　ア　　イ　　ウ　　エ
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　　 　飲酒運転は、道路交通法で禁止されている違法な行為であるとともに、重大な交通事故に直結
する極めて悪質・危険な行為である。また、自分の意志で防ぐことができる行為であり、とりわけ
児童生徒に遵法精神を説くべき教育公務員の飲酒運転は、公務員全体の信用を失墜させるばかり
でなく、児童生徒を裏切ることにもなり、絶対に許されず、決して行ってはならない。

　　 　次のア～エで述べられているＡ～Ｄの各教諭の行為について、不適切なもののみをすべて挙げて
いるものはどれか。１～５から一つ選べ。

　ア 　Ａ教諭は、午後７時頃に自動車で実家に行き、飲酒を伴う食事をした。Ａ教諭は食事中に
350mL の缶ビールを３本飲んだので、乗ってきた自動車は実家で預かってもらい、自転車に乗って
午後10時頃に帰宅した。

　イ 　Ｂ教諭は、大学時代の先輩のＥさんと午後８時頃に自宅近くの居酒屋に行った。それぞれ生ビール
を中ジョッキで３杯ずつ飲んだ後、Ｂ教諭はＥさんに「職場に忘れ物をしたから、自動車を貸して
ほしい。」と言われたので、一緒に自宅へ戻り、自身が所有している自動車を貸した。Ｅさんは
午後10時頃に借りた自動車を運転して職場に向かった。

　ウ 　Ｃ教諭は、友人のＦさんと食事をするため、午後７時頃に自動車で飲食店まで行った。Ｃ教諭
は飲酒をするつもりはなかったが、久しぶりにＦさんと再会したので、自動車運転代行業者を予約
した後、ワインをグラスで６杯飲んだ。午後10時頃、Ｃ教諭は予約していた自動車運転代行業者
に運転を代行させて帰宅した。

　エ 　Ｄ教諭は、友人のＧさんの家で午後８時頃に食事をし、Ｄ教諭は日本酒を２合、Ｇさんは日本酒 
を３合飲んだ。帰り際にＤ教諭は、Ｇさんに「車で送ってあげる。」と言われたので、自身を 
送るようお願いし、午後11時頃にＧさんが運転する自動車に同乗して帰宅した。

　１　　イ　　エ
　２　　ア　　ウ
　３　　ア　　イ　　エ
　４　　イ　　ウ　　エ
　５　　ア　　イ　　ウ　　エ
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